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令和 8 年度 中央区ベビーシッター利用支援事業 

（ 一 時 預 か り 利 用 支 援 ） 
 

  

 

               

 

 

 

 

 

 

【申請スケジュール】 年度ごとに異なります 

各申請〆切日ごとにご申請をお願いいたします。 

 

※1 申請は最終期限までは随時受付しています。各申請期限に間に合わない場合でも、申請分散のため、四半期に 1

度はご申請をお願いいたします。 

※2 最終申請期限を過ぎた場合は、いかなる理由でも受け付けできません。 

領収書等の提出が間に合わない場合は、申請書類（次頁①②）を最終期限(必着)までに提出いただいたあと、不   

足書類を４月中（具体的な期限は別途 HP に掲載）にご提出ください。 

四半期 申請対象利用分 申請〆切日(必着) 区からの支払時期

令和8年5月分まで 6月15日(月) 7月末～8月中旬頃

令和8年6月分まで 7月15日(水) 8月末～9月中旬頃

令和8年7月分まで 8月17日(月) 9月末～10月中旬頃

令和8年8月分まで 9月15日(火) 10月末～11月中旬頃

令和8年9月分まで 10月15日(木) 11月末～12月中旬頃

令和8年10月分まで 11月16日(月) 12月末～令和9年1月中旬頃

令和8年11月分まで 12月15日(火) 令和9年1月末～2月中旬頃

令和8年12月分まで 令和9年1月15日(金) 令和9年2月末～3月中旬頃

令和9年1月分まで 令和9年2月15日(月) 令和9年3月末～4月中旬頃

令和9年2月分まで 令和9年3月15日(月) 令和9年4月末～5月中旬頃

令和9年3月分まで
令和9年4月13日(火)

※最終申請期限
令和9年5月末

第1四半期

第2四半期

第3四半期

第4四半期

中 央 区 立 子 ど も 家 庭 支 援 セ ン タ ー 

2026.04 

 
区ホームページは 

こちらからどうぞ  
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【提出書類】 

 すべての方が必要な書類  

■ 区指定の書類 

①  中央区ベビーシッター利用支援事業（一時預かり利用支援）補助金交付申請書 

兼 口座振替登録依頼書 

1 枚で児童 3 名まで申請できます。4 人目以降は、2 枚目の申請書をご用意ください。 

②  ベビーシッター利用内容内訳表 

児童ごとに作成が必要です。【注意事項】・【記入例】をよくお読みの上、作成をお願いします。 

---------------------------------------------------------------------------------- 

■ ベビーシッター事業者が発行する書類 

③  ベビーシッター要件証明書（④・⑤に要件証明書と同様の内容の記載があれば不要） 

④  領収書（原本） 

⑤  利用日、利用料、割引額の明細がわかる事業者発行の書類（④に明記されていれば不要） 

⑥  クーポン利用や勤務先の福利厚生等で減額されたことがわかる書類（④・⑤に記載があれば不要） 

---------------------------------------------------------------------------------- 

 該当者のみ提出が必要な証明書類  

⑦  障害児であることが確認できる以下のいずれかの証明書類 

⚫ 身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、愛の手帳や障害児通所支援受給者証等の写し 

※ 書類（手帳）名称及び児童氏名、認定日等が確認できるページの写しをご提出ください。 

⑧  ひとり親家庭の児童であることが確認できる以下のいずれかの証明書類 

⚫ 児童扶養手当証書や戸籍謄本等の写し 

※児童扶養手当証書等が有効期限内のものをご提出ください。 

※戸籍謄本は申請者（保護者）と児童が記載されている申請年度と同一の発行年度であるものを 

ご提出ください。 

～申請にあたってのご注意～ 

※1 ご提出いただいた書類は返却できかねます。 

必要な方は、事前にご自身でコピーするなどしてご対応ください。（窓口でのコピーはできません） 

※2 書類のご記入に当たっては、ボールペンをご使用ください。 

（えんぴつや、フリクション等の消えるボールペンは使用不可です） 

※３ 誤って記入した場合は、修正液等は使用せず、取り消し線で訂正してください。また、修正箇所の

近くにフルネームでご署名ください。 
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【記入例】① 申請書兼口座振替登録依頼書 
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【記入例】 利用内容内訳表 
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例③ １人目と２人目の基本料金、オプション料金を足して半額にする場合
基本料金：2,500円　オプション料金：１時間あたり1,500円
児童A・児童Bが２時間30分利用

児童A（料金の半額を請求）

利用内訳 （　２０○○ 年　４　月分）

利用日

１１日 １０ ： ００ ～ １２ ： ３０ ３ 時間 5,000 円 時間 円

時間 円

児童B（料金の半額を請求）

利用内訳 （　２０○○ 年　４　月分）

利用日

１１日 １０ ： ００ ～ １２ ： ３０ ３ 時間 5,000 円 時間 円

時間 円

例④ １人目も２人目も通常料金の半額
１時間あたり3,500円
児童A・児童Bが４時間利用

児童A（料金の半額を請求）

利用内訳 （　２０○○ 年　４　月分）

利用日

１１日 １０ ： ００ ～ １４ ： ００ ４ 時間 7,000 円 時間 円

時間 円

児童B（料金の半額を請求）

利用内訳 （　２０○○ 年　４　月分）

利用日

１１日 １０ ： ００ ～ １４ ： ００ ４ 時間 7,000 円 時間 円

時間 円

利用時間
※ 午前7時から午後10時まで

申請時間数 及び 申請額 区記入欄

利用時間
※ 午前7時から午後10時まで

申請時間数 及び 申請額 区記入欄

利用時間
※ 午前7時から午後10時まで

申請時間数 及び 申請額 区記入欄

利用時間
※ 午前7時から午後10時まで

申請時間数 及び 申請額 区記入欄

記入不要

記入不要

記入不要

記入不要


